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●東京都都市整備局～東京都市圏パ
ーソントリップ調査にご協力を
　東京都では、将来のまちづくり等
に役立てるため、９月～１２月に交通
に関する調査を実施します。調査に
あたり、無作為に抽出させていただ
いた世帯に調査票（ハガキ）を郵送し
ますので、ご協力をお願いします。詳
細は東京都都市整備局ホームページ
を参照問同局☎０３・５３８８・３３２２
●環境省～登録していない象牙を売
ることは違法です
　環境省では、国内にある象牙の在
庫を把握しようとしています。所持
しているだけであれば違法ではあり
ませんが、登録されていない象牙を
売ったりあげたりするのは違法で
す。未登録の象牙をお持ちの方はご
連絡下さい（全形を保持した象牙の
みが登録対象、印鑑やアクセサリー
など象牙製品は登録対象外）／所有
者死亡による近親者への相続は違法
になりませんが、その後販売等をす
る場合は登録が必要です。また、象牙
以外の国際希少野生動植物種の登録
も受け付けています問象牙在庫把握
キャンペーン事務局☎０３・６６５９・
４６６０（土・日曜日、祝休日を除く午
前１０時～午後５時）
●八王子年金事務所～扶養親族等申
告書が送付されます
　国民年金や厚生年金等から支給さ
れる年金のうち、老齢または退職に
より支給される年金は、雑所得とし
て所得税が課されます（障害年金・遺
族年金は課税されません）。原則、年
金額が６５歳未満の方は１０８万円以
上、６５歳以上の方は１５８万円以上の
場合は、年金支払い時に所得税が源
泉徴収されます。日本年金機構から
対象者に、２０１９年分の年金の所得

税額の計算に必要な「扶養親族等申
告書」が９月中旬までに送付される
予定です。提出することで、公的年金
等・基礎・扶養控除等の各種控除が受
けられますので、期限までに提出し
て下さい問ねんきんダイヤル☎
０５７０・０５・１１６５、同年金事務所☎
０４２・６２６・３５１１
●八王子都税事務所～都税における
納税証明書の申請について
　納税証明書は、すべての都税事務
所・都税支所・支庁で申請できます／
申告・納付後１～２週間以内に納税証
明書を申請する場合は、①領収印の
ある領収証書の原本②受付印のある
申告書の控えの両方を持参し、直接
同事務所（☎０４２・６４４・１１２２）また
は町田都税支所（☎７２８・５１１１）へ
●町田商工会議所からのお知らせ
【①創立３０周年記念講演会】
日１０月９日午後１時３０分～３時場ベ
ストウェスタンレンブラントホテル
東京町田内報道の現場から見た！日
本の政治経済の未来
【②講習会～部下の能力を引き出す
コーチングの手法】
対経営者等日１０月１１日午後２時～５
時場同会議所

◇
申電話で同会議所（☎７２２・５９５７）
へ（①のみ同会議所ホームページで
申し込みも可）
●町田市シルバー人材センターから
のお知らせ
【「子育てサポート」受講者募集】
対市内在住の６０歳以上のシルバー人
材センター未入会者日１０月１１日午前
１０時～午後３時３０分（予定）場わくわ
くプラザ町田内保育の基本知識、人
形を使った実技等申９月２８日までに
電話で（公財）東京しごと財団シルバ
ー講習担当（☎０３・５２１１・２３２６）へ
【植木の剪定（初級）受講者募集】
　事前に同センターへの入会が必要

対市内在住の全回参加できる６０歳
以上で、同センターの会員として植
木職の就業を希望する方日１０月２９
日～１１月１日、午前９時～午後４時、
全４回場わくわくプラザ町田　他内
庭木の剪定作業に必要な基礎知識、
剪定実技等申ハガキに住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・年齢・性別を明記
し、９月２５日まで（必着）に町田市シ
ルバー人材センター（〒１９４－
００２２、森野１－１－１５）へ

◇
問同センター☎７２３・２１４７
●（社福）町田市社会福祉協議会から
のお知らせ
【福祉体験学習ボランティア養成講
座】
対両日参加できる方日１０月１１日午
前１０時～正午、３１日午後１時３０分
～３時３０分、全２回場町田ボランテ
ィアセンター費１０８０円（税込み）申
電話で町田ボランティアセンターへ
【要約筆記者養成講座（前期）】
対市内在住、在勤、在学の前・後期併
せて受講でき、講座修了後に町田市
の登録要約筆記者として活動できる
方日前期＝１０月２２日～２０１９年３月
１８日の月曜日、午前１０時～正午、全
１８回、後期＝２０１９年５月～２０２０年
１月実施予定、全２４回場町田市民フ
ォーラム費６４８０円（前期分、税込
み）／別途テキスト代が必要申往復
ハガキに住所・氏名・電話番号・年齢
・応募の動機を明記し、９月２８日ま
で（必着）に町田ボランティアセンタ
ー（〒１９４－００１３、原町田４－９－
８、町田市民フォーラム４階）へ

◇
問同センター☎７２５・４４６５
●東京都福祉保健局～都立看護専門
学校生募集
　一般・推薦・社会人入学試験の募集
（いずれも３年課程）／受験資格等の
詳細は同局ホームページをご覧いた

だくかお問い合わせを問同局医療政
策部医療人材課☎０３・５３２０・４４４２
●都立町田の丘学園～知的障害教育
部門小学部体験見学
　詳細は同学園ホームページを参照
対来年度の就学先を検討中のお子さ
んとその保護者日１０月３１日までの①
午前９時１５分~１０時３０分②午前１１
時５分~１１時５５分（毎週金曜日及び
行事日を除く）／時間帯の選択はでき
ません場同学園山崎校舎申郵送また
はＦＡＸで町田の丘学園（〒１９５－
００７５、山崎１－２－１７、返７９２・４２６４）
へ問同学園小学部☎７９２・４２６０
●（公社）東京都宅地建物取引業協会
町田支部～無料不動産相談会
日９月１６日午前１０時～午後４時場ぽ
っぽ町田屋外イベント広場問同協会
町田支部☎７２３・１３５１
●東京法務局町田出張所～「法定相
続情報証明制度」をご利用下さい
　「法定相続情報証明制度」を利用す
ることで、土地や建物の相続登記の
ほか、金融機関での預貯金の払い戻
しや相続税の申告などの各種相続手
続きで戸籍謄本を何度も出し直す必
要がなくなり、手続きを迅速に行う
ことができます問同局町田出張所☎
７２２・２４１４
●東京法務局～全国一斉！法務局休
日相談所
　土地・建物の相続や贈与等の登記、
土地の境界、戸籍や国籍、人権等に関
する相談をお受けします／講演会も
有り日・内１０月７日、休日相談所＝午
前１０時～正午、午後１時～４時／講
演①公証人による「遺言と相続につ
いて」＝午前１０時３０分～１１時３０
分、講演②法務局職員、司法書士、土
地家屋調査士による「未来につなぐ
相続登記」＝午後１時３０分～３時場
九段第２合同庁舎（千代田区）申電話
で同局民事行政調査官室（☎０３・
５２１３・１３１９）へ
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●ひなた村☎７２２・５７３６
【科学クラブ～風力発電機を作ろう！】
対市内在住、在学の小・中学生日１０
月７日㈰午前１０時～正午内電気を起
こす仕組みを学びながら発電機を作
る講町田わくわく！サイエンス・池
田勇五氏定２０人（申し込み順）費
５００円
【親子陶芸教室】
　１人用のマイ土鍋を作ります対市
内在住、在学の全回参加できる小・中
学生とその保護者日・内１０月１４日
㈰午前１０時～午後３時＝形作り、１０
月２８日㈰午前１０時～正午＝釉

ゆう

薬
やく

が
け、１１月４日㈰午前１０時～１１時＝
講評、受け取り、全３回講陶芸教室
「徳」主宰・小口徳子氏定２０人（申し
込み順）費大人７００円、子ども３００円
【キャンプスキルワークショップ】
　キャンプなどアウトドアで役立つ
スキルを身に着けます対市内在住、
在勤、在学の１６歳以上の方日１０月
２８日㈰午前１０時～午後３時内まき
割り・火おこし・たき火を体験定１５
人（申し込み順）費４００円

◇
申９月１５日午前１０時から電話でひ
なた村へ
●玉川学園子どもクラブころころ児
童館☎７１０・１４７５� �
【臨時休館のお知らせ】� �

子どものイベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、町田市ホームページをご覧下さい。

　空調設備の老朽化に伴い、改修工
事を行います。休館期間中は、施設外
で随時イベントを実施します。詳細
は、まちだ子育てサイトをご覧下さ
い休館期間９月２９日～１０月１９日
（予定）／工事期間は１１月２５日まで
です（１０月２０日以降は閉館日に工
事を実施）。なお、ころころ学童保育
クラブは通常どおり運営します。休
館期間中のお問い合わせは児童青少
年課（☎７２４・４０９７）へ
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【めざせデビュー！キャンプ体験会】
対市内在住、在勤、在学のテント泊未
経験の親子日１０月２１日㈰午前１０時
～午後３時場同センター（雨天実施）
内テント張り体験、まき割り・火おこ
し体験、飯

はん

盒
ごう

体験（予定）定５組（友人
の家族と一緒に１組として申し込み
も可）費１人２００円申９月１５日午前９
時から電話で同センターへ／ＪＲ横
浜線相原駅西口～同センター間の無
料送迎バスを運行します
●スポーツ振興課☎７２４・４０３６
【スポーツにチャレンジ！】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学１～３年生は保護者同伴）
日１０月２０日㈯午後０時３０分～２時
３０分場サン町田旭体育館内トラン
ポリンを中心とした複合種目等を実

施講町田市スポーツ推進委員定６０
人（申し込み順）費１人２００円（保護
者も参加費が必要）申９月２０日正午

～２８日にイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６）へ

　予約制の相談は、電話で①～⑦市民相談室（☎７２４・２１０２）⑧八王子少年センター（☎
０４２・６７９・１０８２）⑨消費生活センター（☎７２２・０００１）へ対①③～⑧市内在住の方⑨⑩
市内在住、在勤、在学の方

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談
月 ～ 金 曜 日
（１７日～２１日、
２４日を除く）

前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 ２６日㈬ 相談日の１週間前から電話で予約／午後１時３０分～
４時

③人権身の上相談
(人権侵害などの問題） ２１日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 １８日㈫
電話予約制（次回分まで受け付け）／午後１時３０分
～４時

⑤不動産相談 ２５日㈫
⑥登記相談 ２０日㈭
⑦行政手続相談 ２７日㈭

⑧少年相談 ２５日㈫ 事前に電話で八王子少年センターへ／午前９時～午
後４時

⑨消費生活相談 月～土曜日
来所相談、電話相談ともに随時受付／午前９時～正
午、午後１時～４時
※土曜日は電話相談のみ

⑩電話による女性
悩みごと相談（家
庭、人間関係、女性
への暴力･LGBT等）

月～土曜日
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎７２１
・４８４２）へ/午前９時３０分～午後４時（水曜日のみ午
後１時～８時〔第３水曜日は除く〕）※法律相談有り＝
要予約

各種相談別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳７～１１ページを参照
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